
土壌由来温室効果ガス発生抑制システム構築事業

農林水産省生産局農産振興課
環境保全型農業対策室

（水田土壌由来温室効果ガス発生抑制施設整備事業）

畜産地帯周辺における耕畜連携によるたい肥等の収集・運搬・散布体制及びたい肥貯留施設

の整備や、水稲単作地帯における有機物供給施設及びたい肥等の収集・運搬・散布体制の整備
を支援します。

稲わら・たい肥需給計画の作成、稲わら収集・たい肥広域散布実証試験、土壌分析調査等
を支援します。

１ 稲わらを原料としたたい肥づくりとたい肥散布の省力化

（１） 事業実施主体：農業協同組合、公社、農事組合法人、農業生産法人、 特定農業団体等

（水田土壌由来温室効果ガス発生抑制推進事業）

２ 稲わらすき込みからたい肥施用への転換促進の普及

（３） 補助対象機械・施設（３３地区）

（１） 事業実施主体：土づくり推進協議会、農業協同組合、公社、農事組合法人、
農業生産法人、特定農業団体等

（３） 補助対象内容

ア 地域推進協議会の開催
イ たい肥及び稲わらの需給計画、需給リストマップの策定
ウ たい肥広域散布及び稲わら収集実証ほの設置並びに現地検討会の開催
エ 土壌分析調査の実施

地域推進事業（４７地区）

① 補助対象施設

○たい肥貯留施設（畜産地帯周辺）

○有機物供給施設（水稲単作地域）

（畜産地帯周辺及び水稲単作地域）

○稲わら収集機（テッダー、レーキ）

○ロールべーラー
○ホイールローダー

○堆肥専用運搬車両
○マニュアスプレッダー

② 補助対象機械

（２） 事業実施要件

ア 受益農家が原則として３戸以上であること。
イ 稲わらをすき込んでいる水田面積が地域の水稲作付面積の４割以上であり、本事業の
実施期間の５年間に稲わらのすき込み割合を３０ポイント以上削減出来ることが確実に見
込まれる地域であること。

（２） 事業実施要件

ア 受益農家が原則として３戸以上であること。
イ 稲わらをすき込んでいる水田面積が地域の水稲作付面積の４割以上であり、本事業の
実施期間の５年間に稲わらのすき込み割合を３０ポイント以上削減出来ることが確実に見
込まれる地域であること。



＊＊＊お問い合わせ先＊＊＊

農林水産省 生産局農産振興課
環境保全型農業対策室

〒100-8950 東京都千代田区霞ヶ関１－２－１
ＴＥＬ：０３－３５０２－８１１１（代） 内線４７６０

東北農政局 生産経営流通部農産課
〒980-0014 仙台市青葉区本町３－３－１ 仙台合同庁舎
ＴＥＬ：０２２－２６３－１１１１（代） 内線４１８７

関東農政局 生産経営流通部農産課
〒330-9722 さいたま市中央区新都心２－１

さいたま新都心合同庁舎２号館
ＴＥＬ：０４８－６００－０６００（代） 内線３３０８

北陸農政局 生産経営流通部農産課
〒920-8566 金沢市広坂２－２－６０ 金沢広坂合同庁舎
ＴＥＬ：０７６－２６３－２１６１（代） 内線３３１６

東海農政局 生産経営流通部農産課
〒460-8516 名古屋市中区三の丸１－２－２
ＴＥＬ：０５２－２０１－７２７１（代） 内線２４２０

近畿農政局 生産経営流通部農産課
〒602-8054 京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町
ＴＥＬ：０７５－４５１－９１６１（代） 内線２３１５

中国四国農政局 生産経営流通部農産課
〒700-8532 岡山市下石井１－４－１岡山第２合同庁舎
ＴＥＬ：０８６－２２４－４５１１（代） 内線２４１７

九州農政局 生産経営流通部農産課
〒860-8527 熊本市二の丸１－２熊本合同庁舎
ＴＥＬ：０９６－３５３－３５６１（代） 内線４２１６

内閣府沖縄総合事務局 農林水産部農畜産振興課
〒900-8530 那覇市前島２－２１－７
ＴＥＬ：０９８－８６６－００３１（代） 内線２０９

ア 資材費（ロールトワイン等）
イ 光熱動力費（燃料費）
ウ 農機具費（減価償却費、修理費、部品費）
エ 労働費

３ 飼料用高品質稲わら収集・調整システムの確立

（水田土壌由来温室効果ガス発生抑制推進事業）

飼料用高品質稲わらと家畜排せつ物たい肥の交換を促進するため、飼料用高品質稲わら
の収集、調整に必要な経費について助成します。

（１） 事業実施主体：農業協同組合、公社、農事組合法人、農業生産法人、
特定農業団体等

（３） 補助対象内容

（２） 事業実施要件

ア 受益農家が原則として３戸以上であること。

イ 稲わら収集面積は水田の１０ｈａ以上であること。
ウ 稲わらを収集した水田に毎年たい肥を原則として１ｔ／10a施用することが確実見込ま
れること。

４ 事業実施に当たっての注意点

実施可能な各事業の組み合わせ

事業２ 事業３

施　　設 機　　械 （地域推進事業） （稲わら収集）

施　　設 ○ ○ ○ ×

機　　械 ○ ○ ○ ×

事業２（地域推進事業） ○ ○ ○※

事業３（稲わら収集） × × ○※

※：ただし、地域推進事業の稲わら収集実証圃は除く

事
業
１

事業１（ハード事業）


